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公益法人における税務上の課題
（所得計算に係る事項を中心として）

は
じ
め
に

公
益
法
人
制
度
改
革
に
対
応

し
た
税
制
措
置
は
、
平
成
20
年

度
改
正
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
、

法
人
税
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ

の
後
特
段
の
改
正
が
行
わ
れ
て

い
な
い
が
、
非
営
利
型
法
人
の

要
件
に
関
す
る
裁
決
事
例
も
見

受
け
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て

は
、
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財

団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
・

公
益
財
団
法
人
に
係
る
法
人
税

の
納
税
義
務
や
課
税
所
得
の
計

算
構
造
に
関
す
る
実
務
上
の
問

題
点
等
を
検
討
す
る
注
1
。

1

納
税
義
務
と
課
税
所
得
の
範
囲
（
非
営
利
型

法
人
の
要
件
違
反
）

令
和
元
年
5
月
7
日
名
裁

（
法
）
平
30
第
32
号
は
、
一
般

社
団
法
人
で
あ
る
審
査
請
求
人

が
非
営
利
型
法
人
（
法
法
2
九

の
二
）
に
該
当
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
法
人
税
等
の
確
定
申

告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
審
査
請

求
人
が
会
員
（
一
般
社
団
法
人

法
上
の
社
員
）
等
に
対
し
て
行

っ
て
い
る
、
①
家
財
等
共
済
掛

金
の
負
担
、
②
敬
老
祝
金
の
交

付
、
③
温
泉
旅
館
等
の
利
用
券

に
よ
る
負
担
は
、
い
ず
れ
も
特

定
の
個
人
に
対
し
て
特
別
の
利

益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
非

営
利
型
法
人
に
は
該
当
し
な
い

と
し
て
税
務
署
長
が
行
っ
た
法

人
税
等
の
更
正
処
分
に
対
し
て

争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

非
営
利
型
法
人
の
要
件
（
法

令
3
①
三
、
②
六
）
の
「
特
定

の
個
人
」
に
つ
い
て
、
審
判
所

は
、「『
特
定
の
』
と
い
う
文
言

は
、
通
常
の
日
本
語
の
意
味
内

容
に
従
い
、『
特
に
そ
れ
と
指

定
す
る
こ
と
』
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
と
こ
ろ
、
請
求
人

の
社
員
で
あ
る
本
件
会
員
並
び

に
請
求
人
が
設
定
し
た
一
定
の

条
件
に
該
当
す
る
本
件
会
員
の

家
族
及
び
本
件
地
区
民
は
、
請

求
人
が
特
に
そ
れ
と
指
定
し
た

者
で
あ
る
か
ら
、『
特
定
の
個

人
』に
該
当
す
る
」と
し
た
上
で
、

「
請
求
人
が
、
請
求
人
の
社
員

で
あ
る
本
件
会
員
並
び
に
請
求

人
が
設
定
し
た
一
定
の
条
件
に

該
当
す
る
本
件
会
員
の
家
族
及

び
本
件
地
区
民
と
い
う
特
定
の

個
人
に
対
し
て
本
件
各
支
出
に

係
る
経
済
的
利
益
の
供
与
又
は

金
銭
の
交
付
を
し
て
い
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ
ら

の
者
が
受
け
た
経
済
的
利
益
又

は
金
銭
の
具
体
的
な
額
が
不
明

で
あ
っ
た
し
て
も
、
本
件
各
支

出
に
係
る
経
済
的
利
益
の
供
与

又
は
金
銭
の
交
付
が
「
特
定
の

個
人
」
に
対
す
る
も
の
と
す
る

判
断
を
左
右
し
な
い
。」と
し
た
。

こ
の
事
案
の
一
般
社
団
法
人

は
移
行
法
人
（
整
備
法
1
2

3
）
で
あ
る
の
で
、
本
件
事
業

は
、
整
備
法
上
、「
不
特
定
か

つ
多
数
の
者
の
利
益
の
増
進
に

寄
与
す
る
目
的
に
関
す
る
事

業
」
に
該
当
す
る
（
整
備
法
1

1
7
、
1
1
9
他
）。
ま
た
、「
定

款
に
特
定
の
個
人
又
は
団
体
に

剰
余
金
の
分
配
を
行
う
こ
と
を

定
め
て
い
な
い
こ
と
」（
法
令

3
②
四
）
に
関
し
、「
特
定
の

者
に
対
す
る
権
利
付
与
を
制
限

す
る
も
の
で
あ
り
、
会
員
に
対

し
て
共
通
す
る
利
益
を
受
け
る

権
利
を
与
え
る
こ
と
を
制
限
す

る
趣
旨
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
注
2
と
い
う
立
案
担
当
官

の
説
明
も
踏
ま
え
れ
ば
、
審
判

所
の
「
特
定
の
者
」
の
解
釈

は
、
共
益
的
な
事
業
を
否
定
す

る
拡
大
し
た
（
納
税
者
に
と
っ

て
は
制
限
的
な
）
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
る
。
な
お
、「
特

別
の
利
益
」
に
係
る
要
件
違
反

に
よ
り
普
通
法
人
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
後
、
非
営
利
型
法
人
に
復
活

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
累
積

所
得
金
額
等
に
課
税
さ
れ
る
こ

と
（
法
法
64
の
4
）
を
踏
ま
え

れ
ば
、
未
来
永
劫
、
非
営
利
型

法
人
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
閉
ざ
す

こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

2

課
税
所
得
の
範
囲
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合

の
累
積
所
得
金
額
へ
の
課
税

収
益
事
業
課
税
と
さ
れ
て
い

た
公
益
法
人
等
が
全
所
得
課
税

と
さ
れ
る
普
通
法
人
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

公
益
法
人
等
で
あ
っ
た
期
間
の

収
益
事
業
以
外
の
事
業
か
ら
生

じ
た
利
益
又
は
欠
損
金
の
累
積

額
を
益
金
の
額
又
は
損
金
の
額

に
算
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
（
法
法
64
の
4
）。「
収
益
事

業
の
み
課
税
」
と
い
う
こ
れ
ま

で
の
課
税
関
係
を
無
視
し
た
遡

及
的
な
課
税
で
あ
り
、
影
響
が

大
き
い
。
な
お
、
累
積
所
得
金

額
の
計
算
上
、
各
種
の
負
債
性

引
当
金
は
、
法
人
税
法
上
の
負

債
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
控

除
で
き
な
い
も
の
の
、
公
益
法

人
の
経
理
処
理
及
び
計
算
書
類

に
お
い
て
は
、
負
債
に
対
応
す

る
資
産
と
し
て
特
定
資
産
が
計

上
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
れ
ば
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と

考
え
る
。

3

収
益
事
業
の
範
囲
（
実
費
弁
償
に
よ
る
事
務

処
理
の
受
託
等
）

法
人
税
基
本
通
達
15‐

1‐

28
に
関
し
、「
実
費
弁
償
」
の

判
定
に
係
る
「
当
該
業
務
の
た

め
に
必
要
な
費
用
の
額
」
の
計

算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
範

囲
の
み
な
ら
ず
、
非
営
利
型
の

一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法

人
や
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財

団
法
人
は
剰
余
金
非
分
配
と
い

う
非
営
利
性
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
税
務

計
算
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、

会
計
上
の
費
用
計
算
を
容
認
す

る
な
ど
事
業
の
実
態
を
踏
ま
え

た
取
扱
い
が
望
ま
れ
る
。

な
お
、
租
税
法
律
主
義
の
見

地
か
ら
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る

通
達
に
基
づ
く
「
ア
グ
リ
ー
メ

ン
ト
方
式
」
に
よ
る
課
税
除
外

に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
を
含

め
、
法
制
化
す
べ
き
と
考
え

る
。

4

収
益
事
業
課
税
に
お
け
る
区
分
経
理
（
公
益

認
定
法
と
法
人
税
法
と
の
調
整
）

公
益
認
定
法
と
法
人
税
法
と

で
は
、
区
分
経
理
が
異
な
っ
て

お
り
、
公
益
認
定
法
に
お
け
る

3
区
分
（
公
益
目
的
事
業
・
収

益
事
業
等
・
法
人
会
計
）
を
法

人
税
法
に
お
け
る
2
区
分
（
収

益
事
業
・
収
益
事
業
以
外
）
に

変
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

際
に
、
両
者
に
お
け
る
収
益
事

業
の
範
囲
が
相
違
す
る
の
で
、

そ
の
調
整
が
必
要
と
な
る
。
な

お
、
公
益
認
定
法
に
お
け
る

「
法
人
会
計
」
の
管
理
費
（
認

定
法
施
行
規
則
13
②
三
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の
定
義
や
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
示
さ
れ
て
い
る
例
示

を
踏
ま
え
る
と
、
法
人
税
法
上

の
収
益
事
業
に
係
る
費
用
（
共

通
経
費
）
と
し
て
損
金
の
額
に

算
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎

重
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。

5

み
な
し
寄
附
金
の
適
用
対
象
の
拡
充
等

非
営
利
型
の
一
般
社
団
法
人

・
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て

も
、
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財

団
法
人
と
同
様
の
公
益
性
が
確

保
さ
れ
て
い
る
法
人
が
あ
る
。

「
公
益
認
定
等
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り

課
税
庁
が
事
業
の
公
益
性
を
判

断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の

で
、
一
定
の
要
件
（
事
業
内
容

の
説
明
書
面
の
添
付
や
公
益
法

人
会
計
基
準
の
適
用
等
）
を
課

し
た
上
で
、
み
な
し
寄
附
金
の

適
用
対
象
に
追
加
す
べ
き
と
考

え
る
。

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
・
公

益
財
団
法
人
に
係
る
み
な
し
寄

附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
（
法

令
73
の
2
、
法
規
22
の
5
）
の

計
算
に
関
し
、
特
定
費
用
準
備

資
金
増
加
額
及
び
資
産
取
得
資

金
増
加
額
（
法
規
22
の
5
①
一

ロ
・
ハ
）
に
つ
い
て
の
柔
軟
な

積
立
て
の
容
認
や
、
公
益
認
定

法
に
お
け
る
収
支
相
償
（
公
益

認
定
法
5
六
）
に
お
け
る
収
益

事
業
等
の
利
益
の
組
入
れ
の
上

限
を
撤
廃
す
る
な
ど
、
実
質
非

課
税
措
置
が
確
保
さ
れ
る
べ
き

と
考
え
る
。

6

収
益
事
業
で
収
受
す
る
補
助
金
等

法
人
税
基
本
通
達
15‐

2‐

12
⑴
の
固
定
資
産
の
取
得
等
に

係
る
補
助
金
等
に
関
し
、「
実
質

的
な
元
入
金
で
あ
り
、
資
本
取

引
と
し
て
課
税
し
な
い
」
注
3

と
い
う
説
明
は
、
同
通
達
⑵
の

収
入
又
は
経
費
補
填
に
係
る
補

助
金
等
に
取
扱
い
と
の
整
合
性

や
、
資
本
等
取
引
（
法
法
22

⑤
）
が
観
念
さ
れ
な
い
持
分
の

定
め
の
な
い
法
人
と
い
う
性
格

を
踏
ま
え
れ
ば
、
疑
問
が
あ

る
。
補
助
金
等
の
交
付
は
補
助

対
象
事
業
の
実
施
が
前
提
と
さ

れ
て
お
り
、
補
助
対
象
事
業
が

収
益
事
業
で
あ
る
場
合
に
は
、

（
現
状
の
取
扱
い
と
は
異
な
る

も
の
の
、
収
益
事
業
の
附
随
行

為
と
し
て
）
益
金
の
額
に
算
入

す
る
と
解
す
る
の
が
素
直
で
あ

り
、（
課
税
の
繰
延
べ
で
は
あ

る
が
、）
圧
縮
記
帳
（
法
法
42

他
）
を
適
用
す
れ
ば
補
助
金
等

の
交
付
目
的
も
阻
害
さ
れ
な

い
。な

お
、「
実
質
的
な
元
入
金
」

と
い
う
説
明
は
、
区
分
経
理
の

下
、
収
益
事
業
以
外
の
事
業
の

収
益
と
し
て
補
助
金
等
を
計
上

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

が
、
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財

団
法
人
に
あ
っ
て
は
公
益
目
的

事
業
財
産
（
認
定
法
18
）
を
公

益
目
的
事
業
以
外
の
財
産
と
し

て
費
消
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
処
理
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

収
益
事
業
会
計
に
（
直
接
）
収

益
計
上
し
、
申
告
調
整
に
よ
り

益
金
の
額
を
減
算
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
加
え
て
、「
元
入
金
」

は
、資
本
金
等
の
額
及
び
利
益

積
立
金
額
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
か
ら
、
累
積
所
得

金
額
（
法
法
64
の
4
）
の
計
算

上
、（
課
税
さ
れ
て
い
な
い
利

益
と
し
て
）
利
益
積
立
金
か
ら

除
外
し
、
管
理
す
る
必
要
が
あ

る
。

ま
た
、
収
益
事
業
に
係
る
収

入
又
は
経
費
補
填
に
係
る
補
助

金
等
の
益
金
算
入
時
期
に
関

し
、
公
益
法
人
会
計
基
準
に
お

い
て
は
、（
指
定
正
味
財
産
た

る
）
補
助
金
等
を
受
け
入
れ
た

場
合
、
そ
の
受
入
額
は
指
定
正

味
財
産
増
減
の
部
に
記
載
し
、

使
途
の
制
約
の
解
除
（
当
該
費

用
の
支
出
等
）
に
応
じ
て
一
般

正
味
財
産
へ
振
り
替
え
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
（
注
解
13
）。

こ
う
し
た
指
定
正
味
財
産
は
、

公
益
認
定
法
に
お
い
て
は
控
除

対
象
財
産
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
る
こ
と
（
認
定
法
施
行
規

則
18
③
、
22
③
六
・
⑥
）
を
踏

ま
え
れ
ば
、
法
人
税
法
上
の
益

金
算
入
時
期
を
公
益
法
人
会
計

基
準
と
同
様
に
、
使
途
の
制
約

の
解
除
時
期
に
合
わ
せ
る
こ
と

も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
考
え

る
注
4
、5
。

お
わ
り
に

公
益
法
人
等
の
課
税
所
得
計

算
も
法
人
税
法
22
条
4
項
を
通

じ
て
、
会
計
基
準
の
下
で
の
利

益
計
算
に
依
存
す
る
と
し
て

も
、
収
益
事
業
課
税
と
い
う
制

限
納
税
義
務
の
特
殊
性
を
踏
ま

え
た
（
株
式
会
社
と
は
異
な

る
）
税
務
調
整
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
。

非
営
利
組
織
の
会
計
基
準
に

つ
い
て
は
日
本
公
認
会
計
士
協

会
に
お
い
て
モ
デ
ル
会
計
基
準

の
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
、

（
社
会
福
祉
法
、
医
療
法
等
を

含
む
）
公
益
法
人
法
制
や
会
計

基
準
の
整
備
の
検
討
状
況
に
つ

い
て
、
引
き
続
き
注
視
し
て
い

き
た
い
。

注
1

本
稿
は
、
昨
年
11
月
16
日

に
開
催
さ
れ
た
日
本
税
務
会
計

学
会
・
第
56
回
年
次
大
会
に
お

け
る
発
表
内
容
に
つ
い
て
要
約

等
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注
2

泉

恒
有
ほ
か
『
平
成
20

年

改
正
税
法
の
す
べ
て
』（
大

蔵
財
務
協
会
、
平
成
20
年
）
2

9
4
頁
。

注
3

佐
藤
友
一
郎
編
『
法
人
税

基
本
通
達
逐
条
解
説
（
九
訂

版
）』（
税
務
研
究
会
出
版
局
、

令
和
元
年
）
1
4
9
3
頁
。

注
4

制
約
の
程
度
に
つ
い
て

は
、
指
定
正
味
財
産
と
い
っ
て

も
、
公
的
な
補
助
金
・
助
成
金

か
ら
民
間
か
ら
拠
出
さ
れ
る
任

意
の
寄
附
金
ま
で
様
々
な
も
の

が
あ
る
こ
と
か
ら
、（
公
益
）
会

計
基
準
と
同
様
に
扱
う
（
完
全

に
依
拠
す
る
）
こ
と
に
は
限
界

が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
。

注
5

特
定
収
入
に
係
る
仕
入
控

除
税
額
の
調
整
計
算
（
消
法
60

④
）
に
も
関
連
す
る
問
題
で
あ

る
。

鈴木 修〔立川〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
2
年
11
月
年
次
大
会
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